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議題（２）新たな収入確保の検討について 

 

 

＜新たな収入に関する検討の視点＞ 

市民生活に根付きつつあるオレンジゆずるバスの運行内容をできる限り変更する

ことなく、市民サービスを維持しながら持続的な本格運行を実現するためには、運行

収支の改善に寄与する“新たな収入”の確保に関する取り組みについても検討するこ

とが必要である。また、あわせて、利用促進の継続による利用者数の確保も検討する

ことが必要である。 

 

例えば、、、 

 市民や企業からのサポーター・協賛金制度の導入 

など 
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１．利用促進に関わる取り組み 

（１）これまでの取り組み 

オレンジゆずるバスの周知徹底、利用しやすいオレンジゆずるバスの実現を図るため、ハード

整備、ソフト施策の両面から利用促進の取り組みを進めている。（詳細については、参考資料（５）

参照） 

 

表 取り組み一覧 

種別 No. 項目 

（１） 

ハード整備による 

利用促進 

① 主要施設における方面別時刻表の掲示 

② 箕面駅前におけるバス案内板の設置 

③ バス車体におけるルート情報の表示 

（２） 

ソフト施策による 

利用促進 

① 情報誌の発行 

② ポケット時刻表の配布 

③ 箕面まつりへの参加 

④ 絵画募集の実施 

⑤ サポーター店の発掘 
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（２）今後の取り組み 

より多くの方にオレンジゆずるバスが地域に根ざした公共交通手段となるため、以下のような

ハード施策（①、②）とソフト施策（③、④、⑤、⑥、⑦）の利用促進を進めていく。 

 

① 主要施設における方面別時刻表の掲示（継続実施） 

市役所をはじめとする主要施設への来訪者に対して、目的に応じたオレンジゆずるバスの

利用が容易となるように、主要な目的地への移動方法を案内した時刻表を掲示する。 

 

② オレンジゆずるバスの車内装飾 

オレンジゆずるバス車内を地域情報とバス情報を提供する空間としていくことに加えて、

利用者に移動時間を楽しんでもらえるような車内装飾を進めていく。 

 

③ 情報誌の発行（継続実施） 

オレンジゆずるバスの利用促進を図るため、幅広い情報発信を行うため、ばすいく、ばす

たび通信をはじめとする情報誌の発行を進めていく。 

 

④ 住民向け時刻表の作成 

オレンジゆずるバスをふだん利用していない方の利用を促進するため、最寄りのバス停か

ら主要な目的地への移動方法を案内した時刻表を地域別に作成する。 

 

⑤ 応募絵画の展示 

夏休みに実施した絵画募集で寄せられた絵画について、以下の日程で展示する。また、バ

ス車内での展示も検討する。 

 9/24～10/8：みのお市民活動センター 

 10/9～10/22：箕面市役所正面玄関ロビー 

 

⑥ サポーター店の発掘（継続実施） 

オレンジゆずるバスサポーター店を発掘し、ポケット時刻表、ばすいく等の配布やバスマ

ップや時刻表の掲示協力による情報発信を進めていく。また、バスサポーター店と連携した

サービス提供（割引制度等）を検討する。 

 

⑦ 乗り方教室の実施 

小学校などのモデル校を決定し、実際のオレンジゆずるバスを使った安全教育、乗り方教

室の実施を検討する。 



8 

 

 

２．市民や企業からのサポーター・協賛金制度について 

行政からの支援だけでなく、住民や企業からのサポーター・協賛金制度を導入している主な運

行事例は以下のとおりである。 

 

① 醍醐コミュニティバス（京都府京都市） 

地域の施設・組織からパートナーズを募集することで、運賃収入だけではカバーできない

運行経費を補っている。 

パートナーズの最大月額負担額は 24,000 円であり、バス停の副名称に店舗名をつけたり、

時刻表に広告を掲載できるなどの特典がある。なお、2012 年 3 月現在で 44 施設・組織がパ

ートナーズとなっている。 

 

② 長沢ミニバス（兵庫県淡路市） 

丘陵上に位置する集落である長沢地区から市街地を結ぶ唯一の公共交通手段として、地域

主導のコミュニティバスを運行している。長沢地区の住民（100 世帯）は、利用の有無にか

かわらず、1世帯あたり年間 1万円を負担することで運行支援を行っている。 

 

③ 山ゆり号（神奈川県川崎市） 

川崎市では、地域拠点（百合ヶ丘駅）と住宅地（高石・西生田地区）を結ぶコミュニティ

バス（山ゆり号）の運行開始に伴い、サポーター登録制度を導入した。年間登録料を 6,000

円とし、発行するサポーター登録証を提示すると割引料金で利用できる仕組みとしている。 

なお、平成 22 年 6 月～8 月までの実証期間中に、215 名の登録があり、サポーター登録料

が運行収入の約 16％を占める結果となった。 
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★ 登録制度の実施例（コミュニティバス「山ゆり号」サポーター登録の申し込み方法について） 

 

出典：川崎市ＨＰ 
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３．新たな収入に関する議論のポイント 

 

 利用促進の拡充について 

 取り組み内容に関する意見 

 新たな利用促進に関する提案 

 

 新たな収入について 

 どのような収入が考えられるのか？ 

 誰が主体となって進めるのか？ 

 いつ、どのように実施するのか？ 

 

 

 


